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戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業契約の変更 

及び 横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業契約の変更について 

 

１ 契約変更を行う理由 

戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業について

は、平成 22 年第２回市会定例会において特定事業契約が議決され、また、横浜市

瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業については、平成 20 年第４回市会定例会

において、特定事業契約が議決され、事業が開始されました。 

この特定事業契約では、設計・建設の対価に対する消費税率は本各施設の引渡時

に適用のある税率に、維持管理・運営の対価に対する消費税率は維持管理・運営時

に適用のある税率に、それぞれよるものとし、変更分については、市が負担するも

のとしています。 

今回、令和元年 10 月１日から消費税率が改正されることに伴い、同年度以降の

維持管理・運営の対価に対する消費税額を改定する必要が生じたため、契約の相手

方と契約金額を変更する契約を締結します。 

また、建築基準法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 54 号）の施行に伴い、

維持管理業務の内容に、防火設備検査業務を追加する必要があることから、併せて

維持管理・運営の対価を改定し、契約金額を変更します。 

 

２ 契約変更内容 

（１）戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業 

  ア 変更前契約金額 １６，９７９，７６７，７８３円 

（うち消費税及び地方消費税の額 ９０４，５１８，７４２円） 

イ 変更後契約金額 １７，０３６，９３１，４７４円 

（うち消費税及び地方消費税の額 ９５５，００２，４３３円） 

ウ 差額 ５７，１６３，６９１円 
     （うち消費税及び地方消費税の額 ５０，４８３，６９１円） 

 

（２）横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業 

ア 変更前契約金額 １０，５２６，８５６，２８５円 

（うち消費税及び地方消費税の額 ５１１，９７７，４３６円） 

イ 変更後契約金額 １０，５５３，３４７，９５１円 

（うち消費税及び地方消費税の額 ５３３，７７９，１０２円） 

ウ 差額 ２６，４９１，６６６円 

   （うち消費税及び地方消費税の額 ２１，８０１，６６６） 
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３ 契約期間 

（１）戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業 

   平成 22 年６月 23 日から令和９年３月 31 日まで 

 

（２）横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業 

平成 20 年 12 月 12 日から令和８年３月 31 日まで 

 

４ 契約の相手方 

（１）戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業 

西区北幸一丁目 11 番５号 

アートプレックス戸塚株式会社 

代表取締役 星 二郎 

 

（２）横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業 

西区みなとみらい三丁目６番１号 みなとみらいセンタービル 14 階 

グリーンファシリティーズ瀬谷株式会社   

代表取締役 浮穴 浩一 


